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議 決 事 項

件 名 提 案 理 由 審議の状況 採決の次第

議案第１号
指導が不適切な 教育公務員特例法の一部改 特 記 事 項 決 定
教員の取扱いに関 正に伴い，所要の改正を行う な し
する規則の一部を ものである。
改正する規則の制
定について

議案第２号
校長の任命につ 校長の休職に伴う，後任発 特 記 事 項 決 定
いて 令をしようとするものであ な し

る。
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会 議 要 旨

１ 開会

２ 会議の公開等について
議案第２号，その他（２）及びその他（３）については，非公開で審議する

旨，教育長から発議があり，全会一致で議決された。

３ 平成29年度第２回教育委員会定例会の会議録の承認

承 認

４ 議案
議案第１号 指導が不適切な教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規

則の制定について
（教職員課長） 教育公務員特例法の一部改正に伴い，所要の改正を行うもので

ある。

（教育長） 異議がないようなので，議案第１号は原案のとおり議決する。

５ その他
(1) 教育委員会の事務の点検・評価について
（総 務 福 利 課 企 画 監）本年度の教育委員会の事務の点検・評価の趣旨，点検・評価の

流れ及び評価委員案等について説明

（島津委員） 今年度の二次評価対象の10施策の中で，達成度の低い施策はこ
れから決定するのか。

（総 務 福 利 課 企 画 監）二次評価対象の施策については，一次評価を終えた後に抽出し
たいと考えている。

（島津委員） 県教育振興基本計画は，10年を見据えた形で，平成21年度に第
１期計画を，平成26年度に第２期計画を策定し，平成30年度まで
の計画となっている。今年度は通常の評価だと思うが，来年度は
全体を見直すことになるのか。

（総 務 福 利 課 企 画 監）仰るとおり，県教育振興基本計画は来年度までであるため，来
年度は総括評価として，全ての施策を点検・評価したいと考えて
いる。

（島津委員） 今年度までは，通常の評価なのか。

（総 務 福 利 課 企 画 監）今年度は，35施策のうち，まだ二次評価をしていない施策が８
施策あるので，今回の二次評価の中で，その８施策についても抽
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出できればと考えている。

（原之園委員） 施策評価票の「達成度」について，「達成できた」「概ね達成
できた」「達成できていない」とあるが，目安となるパーセンテ
ージはあるのか。

（総 務 福 利 課 企 画 監）視点別評価の「達成度」については，各施策の中で掲げている
数値目標も参考にしながら評価することとしており，統一的な判
断基準は設けていない。

(4) 平成31年度全国高校総体｢大会愛称｣等の決定について
（高 校 総 体 推 進 室 長）平成31年度全国高校総体｢大会愛称｣等の趣旨，応募状況，入賞

作品，表彰式及び感謝状贈呈式等について説明

（教育長） 後ほど，教育委員の方々にシンボルマークやポスターの現物を
見ていただきたい。

（島津委員） 応募件数が素晴らしい。
デザイン案のセンスが非常に良く，高校生のレベルも高いので，

ぜひ実物を見せていただきたい。

（教育長） ポスター図案等の現物を持ってきていただいたので説明してい
ただきたい。

（高 校 総 体 推 進 室 長）シンボルマークについては，南部九州４県で開催されるので，
４色を使っている。また，九州は８県で一つということで，８つ
のパーツに分かれている。
総合ポスター図案については，これが大会のポスターになる。

各競技があるが，全県を通してこのポスター図案が採用されるこ
とになる。
スローガンの揮毫作品については，このように力強い文字で書

かれている。

(2) 元鹿屋市立中学校長退職手当返納命令取消請求事件判決について
（非公開）

(3) 平成29年度鹿児島県教科用図書選定審議会の審議状況について
（非公開）

６ 議案
議案第２号 校長の任命について
（非公開）

７ 閉会


